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道路分野

1 神奈川県
補助
県単

県道42号藤沢座間厚木（座
間荻野線Ⅱ期）道路改良事
業

道路新設
L=約1.2km
W=22m
４車線

1.6 H22 R8 109 83 76 1.2km 0km 0 0.09 4

　平成22年度より事業に着手し、用地取得を開始し
ている。用地取得率は令和５年度末までに96%となっ
ている。今後は、残る用地取得、工事を進めて、令和
８年度の供用開始を目指す。

エ

【事業期間及び事業費の変更】
事業費：15億円増（94億円→109億円）
（理由）
労務費・材料費の高騰、埋蔵文化財調査の追
加、橋梁の構造変更（地盤条件の変化）

継続

　本事業は、厚木市域の外郭環状道路の一部を形成
し、主要幹線道路の交通を分散させるとともに、県央
地域の東西方向の連携強化が図られるなど、事業の
必要性に変化はなく、重要性は依然として高いことか
ら、事業を継続する必要がある。

重点

2 神奈川県
補助
県単

都市計画道路安浦下浦線
街路整備事業

道路新設
　L=約2.1km
　W=22m
　４車線

1.1 H2 R10 280 271 97 2.1km 1.9km 90 0 0

　平成２年度より事業に着手し、用地取得は令和５年
度に完了している。
　現在の事業進捗状況は97％であり、今後は残る区
間の道路改良や埋設管移設工事などを進め、令和
10年度の完成を目指す。

エ

【事業期間の変更】
事業期間：7年延伸（R3→R10完了）
（理由）
①用地取得が難航したため。
②埋設管移設工事に時間を要するため。

継続

　　本事業は、三浦半島東部地域を南北に結ぶ重要
な路線であり、日常的に周辺道路では渋滞が発生し
ていることや、通学児童等の歩道整備による交通安
全の向上、国道134号を補完する緊急輸送機能の強
化や代替性など、事業の必要性には変化はなく、重
要性は依然として高いことから、事業を継続する必要
がある。

重点

3 神奈川県
補助
県単

都市計画道路湘南新道　街
路整備事業

道路新設
　L=約1.3km
　W=25m
　４車線

3.3 H22 R11 100 66 66 1.3km 0km 0 0.43 16.0

　平成22年度より事業に着手し、用地取得を開始し
ている。
　用地取得率は令和5年度末までに84％完了してい
る。
　令和５年度は、引き続き用地取得および埋蔵文化
財調査を実施した。

エ

【事業期間の変更】
事業期間：8年延伸（R3→R11完了）
（理由）
用地取得が難航したため。

継続

　本事業は、湘南地域における東西方向および広域
的なネットワークを強化する重要な路線の整備であ
り、現時点においても慢性的な交通渋滞の発生や周
辺土地利用状況などから、渋滞緩和や他地域との交
流連携などによる経済活動の活性化を図ることなど、
事業の必要性に変化はなく重要性は依然として高い
ことから、事業を継続する必要がある。

重点

河川分野

4 神奈川県
補助
県単

二級河川　蓼川　河川改修
事業
［綾瀬市上土棚中六丁目地
先他］

河道整備
L=2.3km

2.9 H7 Ｒ15 115 46 40 2.3km 1.8km 78 0.2 30
用地取得は、現在までに70％完了している。
現在の事業進捗状況は40％であり、今後、引き続き
河道整備を進め、令和15年の完成を目指す。

エ

【事業期間の変更】
事業期間：3年延伸(R12→R15)
（理由）
橋梁架替工事に伴う関係機関協議・地元調整
に日数を要したため。

継続

　本事業は、河道の流下能力の不足から浸水被害が
発生している中、河道改修を実施して、残区間の流下
能力の向上を図るなどの必要性に変化はなく、重要
性は現在も極めて高いことから、事業を継続する必要
があると判断する。

一括

5 神奈川県
補助
県単

二級河川　引地川（上流）
河川改修事業
[大和市福田六丁目地先他]

河道整備
L=1.3km

1.1 H27 R28 39 6 15 1.3km 0.2km 15 0 0
用地取得は、完了している。
現在の事業進捗状況は15％であり、今後、引き続き
河道整備を進め、令和28年の完成を目指す。

エ

【事業期間及び事業費の変更】
事業期間：2年延伸(R26→R28)
事業費：2.4億円増額(36.1億円→38.5億円)
（理由）
事業費の精査及び橋梁架工事に伴う関係機
関協議・地元調整に日数を要したため。

継続

　本事業は、河道の流下能力の不足から浸水被害が
発生している中、河道改修を実施して、残区間の流下
能力の向上を図るなどの必要性に変化はなく、重要
性は現在も極めて高いことから、事業を継続する必要
があると判断する。

一括

6 神奈川県
補助
県単

一級河川　恩田川　河川改
修事業
[横浜市緑区小山町地先他]

河道整備
遊水地整備
L=6.5km

1.1 H22 R18 94 42 45 6.5km 3.1km 48 0.2 7

用地取得は、現在までに93％完了している。
現在の事業進捗状況は45％であり、今後、引き続き
遊水地及び河道の整備を進め、令和18年の完成を
目指す。

エ

【事業費の変更】
事業費：6億円増額(88億円→94億円)
（理由）
事業費の精査によるもの。

継続

　本事業は、河道の流下能力の不足から浸水被害が
発生している中、遊水地整備による洪水の調節や河
道改修を実施して、治水安全度の向上を図るなどの
必要性に変化はなく、重要性は依然として高いことか
ら、事業を継続する必要があると判断する。
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審議資料１

注）※印欄は、令和５年度末の数値。

【再評価対象の基準】
ア：事業費が予算化された時点から５年目においても未着工の事業
イ：事業費が予算化された時点から５年目において継続中の事業
ウ：５年目においても、準備・計画段階にある事業
エ：再評価実施後５年が経過した時点で継続中または未着工の事業
オ：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
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審議資料１

注）※印欄は、令和５年度末の数値。

【再評価対象の基準】
ア：事業費が予算化された時点から５年目においても未着工の事業
イ：事業費が予算化された時点から５年目において継続中の事業
ウ：５年目においても、準備・計画段階にある事業
エ：再評価実施後５年が経過した時点で継続中または未着工の事業
オ：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

7 神奈川県
補助
県単

二級河川　柏尾川　河川改
修事業
[横浜市金井町地先他]

遊水地整備
L=0.5km
A=8.1ha

1.4 Ｈ27 R15 159 128 80 8.1ha 0ha 0 0 0
用地取得は、完了している。
現在の事業進捗状況は80％であり、今後、引き続き
遊水地整備を進め、令和15年の完成を目指す。

エ 継続

　本事業は、河道の流下能力の不足から浸水被害が
発生している中、遊水地を整備して洪水を調節し、治
水安全度の向上を図るなどの必要性に変化はなく、
重要性は依然として高いことから、事業を継続する必
要があると判断する。

一括

8 神奈川県
補助
県単

二級河川　境川（上流）　河
川改修事業
[大和市深見地先他]

河道整備
L=1.1km

30.6 H27 R13 80 45 56 1.1㎞ 0.6㎞ 50 0.01 5
用地取得は、現在までに85％完了している。
現在の事業進捗状況は56％であり、今後、引き続き
河道整備を進め、令和13年の完成を目指す。

エ

【事業費の変更】
事業費：6.6億円増額(73.4億円→80億円)
（理由）
事業費の精査によるもの。

継続

　本事業は、河道の流下能力の不足から浸水被害が
発生している中、河道改修を実施して、残区間の流下
能力の向上を図るなどの必要性に変化はなく、重要
性は現在も極めて高いことから、事業を継続する必要
があると判断する。

一括

9 神奈川県
補助
県単

二級河川　境川（相模原）
河川改修事業
[相模原市中央区上矢部地
先他]

河道整備
L=2.9km

2.6 H27 R15 66 27 40 2.9㎞ 1.2㎞ 42 0.3 40
用地取得は、現在までに60％完了している。
現在の事業進捗状況は40％であり、今後、引き続き
河道整備を進め、令和15年の完成を目指す。

エ 継続

　本事業は、河道の流下能力の不足から浸水被害が
発生している中、河道改修を実施して、残区間の流下
能力の向上を図るなどの必要性に変化はなく、重要
性は現在も極めて高いことから、事業を継続する必要
があると判断する。

一括

公園分野

10 神奈川県
補助
県単

秦野戸川公園
都市公園整備事業

公園整備
Ａ=約50.7ha

1.7 H4 R15 262 246 94 50.7ha 36.1ha 71 1.3 3.3

 用地取得は、現在までに96.7％完了しており、現在
の事業進捗率は、93.9％である。
 今後は、用地取得済の未整備区域の整備を進め、
公園の魅力向上を図ると共に、未取得の用地取得を
進めていく。

エ

【事業期間】
　事業期間：16年延伸
　　　　　（H29（供用H30）→R15（供用Ｒ16））
　（理由）
　　新東名高速道路の開通に即した未整備
　区域の整備着手による

【事業費】
　同上

継続

　本事業は、市民活動・防災の観点からも相応の事業
効果を発現し、計画値を上回る利用者に利用されて
いること、今後は、新東名高速道路の全線開通に伴
い、公園周辺地と一体となった利用拠点としての機能
発揮が期待されており、事業の必要性や重要性も極
めて高いことから、事業を継続する必要があると判断
する。

重点
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